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審決 

 

不服２０１８－５７０ 

 

 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目４番１１号 

 請求人 大日本除蟲菊株式会社 

 

 代理人弁理士 特許業務法人はなぶさ特許商標事務所 

 

 

 商願２０１５－３０３２０拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決

する。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

１ 本願商標 

 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第５類に属する願書記載のとお

りの商品を指定商品とし、平成２７年４月１日に音商標として登録出願、その

後、本願の指定商品については、原審における同２８年３月１１日付け手続補

正書により、第５類「蚊取線香」と補正されたものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由の要点 

 原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、商品の魅力

を向上させるため又は広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは

効果音として、多種多様な音が一般的に用いられている実情があることからす

れば、本願商標についても、需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、

商品の魅力向上又は広告の演出等に用いられる音の一種として認識するにとど

まるものと認められる。また、出願人による本願商標の使用状況をみると、本

願商標と同一と推測される音が使用される際は、『金鳥の夏、日本の夏』の音

声の後に続いて、『金鳥』又は『ＫＩＮＣＨＯ』の文字をかたどった仕掛花火

の映像と一緒に使用されていることから、これらの使用実績があるからといっ

て、『金鳥の夏、日本の夏』、『金鳥』又は『ＫＩＮＣＨＯ』が認識される音

（歌詞やナレーション）が含まれない本願商標についてまで、需要者が、直ち

に、出願人の業務に係る商品を表示するものとして認識するに至っているとい

うことはできない。そうすると、本願商標と同一と推測される音の使用状況を

踏まえても、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品で

あることを認識するに至っているということができない。したがって、本願商

標は、商標法第３条第１項第６号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶

したものである。 

 

３ 当審の判断 
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（１）商標法第３条第１項第６号該当性について 

 ア 本願商標は、別掲のとおり、仕掛花火の音が「パン、パラ、パラ、パラ」

と連続して聞こえる構成となっており、全体で３秒間の長さからなる音商標で

あって、その指定商品を第５類「蚊取線香」とするものである。 

 ところで、テレビ、ラジオ又はインターネット等による商品の広告等におい

ては、聴覚を通じて、商品の魅力を訴求したり、需要者の関心を引くべく、本

願商標に係る仕掛花火の音と同様の音を含め、多種多様な音が一般に広く使用

されていることから、例えば、音が自他商品の識別標識としての機能を果たし

得る言語等からなる又は音にそのような言語等が含まれている場合はともかく、

そうでない場合には、その音は、通常、商品の出所を表示するものとして又は

自他商品を識別するための標識として聴取され、認識されることはないとみる

のが相当であり、このことは、本願の指定商品である「蚊取線香」を取り扱う

業界においても、事情を異にするとみるべき理由は見当たらない。 

 そして、本願商標は、上記のとおり、仕掛花火の音が「パン、パラ、パラ、

パラ」と連続して聞こえる音商標であるところ、その音は、上記一般に広く使

用されている音の一つである仕掛花火の音として聴取され得るものにすぎず、

それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る言語等からなるもの

ではないし、そのような言語等が含まれているものでもない。 

 そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需

要者は、商品の広告等において一般に広く用いられている仕掛花火の音の一種

として聴取、把握するにとどまり、その音について、特定の者（請求人）の業

務に係る商品を表示するものとして認識することはないというべきである。 

 してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認

識することができない商標である。 

 イ 請求人は、昭和４０年代から、テレビＣＭやラジオＣＭ等といった映像

や音声により需要者層に訴える広告宣伝について積極的に力を注いできた結果、

「金鳥の夏、日本の夏」の音声の後に続く、本願商標の「仕掛け花火の音が

『パン、パラ、パラ、パラ』と連続して聞こえる音」は、「金鳥の夏、日本の

夏」の文言や音声から独立して聴取され、認識されていることから、本願商標

に接する取引者、需要者は、本願商標が請求人に係る「蚊取線香」のＣＭであ

ると認識し、すなわち、これが請求人の業務に係る商品であると認識すること

ができるに至っているものである旨主張し、その主張を裏付ける証拠として、

甲第１号証ないし甲第２２号証を提出している。 

 そこで、請求人の主張及び同人提出の証拠について、以下検討する。 

 （ア）請求人は、大正８年に設立された「家庭用殺虫剤、衣料用防虫剤、家

庭用洗浄剤、防疫用殺虫剤の製造及び販売」等を主な業務とする会社であり、

代表的な商品とされる「蚊取線香」は、全国で販売され、その２０１５年ない

し２０１７年の売上高は、約１００億円前後で推移していることがうかがえる

（甲１、甲２）。 

 また、「蚊取線香」の市場において、請求人の製造、販売するものが占める

割合（シェア）は、１９８７年から１９９４年までの間が７６％前後、１９９
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６年から２００３年までの間が８０％前後で推移していることがうかがえる

（甲７～甲２２）。 

 （イ）請求人は、自己の商品「蚊取線香」について、少なくとも１９６９年

から２０１７年までの毎年、俳優や歌手等を起用したテレビＣＭを制作し、当

該商品の需要期に合わせた概ね５月から８月にかけて、全国で放映したことが

うかがえるが、そのテレビＣＭの具体的な内容が明らかなものは一部に限られ、

その放映がされた地域、日時、回数の詳細は明らかでない（甲３、甲５）。 

 また、上記テレビＣＭのうち、具体的な内容が明らかなもの（１９７０年、

１９７１年、１９７６年、１９８７年、１９８８年、１９９１年、１９９４年、

２０００年、２００３年、２００４年、２００６年、２００８年、２０１０年、

２０１２年～２０１７年）においては、「蚊取線香」が映し出されるほか、そ

の最終部で、「金鳥の夏、日本の夏」の音声の後（ただし、１９７０年及び１

９７１年のテレビＣＭについてはその音声と同時。）に、「金鳥」又は「ＫＩ

ＮＣＨＯ」の文字をかたどった仕掛花火が映し出され、その映像に合わせて本

願商標を構成する音と同じものと認識され得る音（以下、「本件花火音」とい

う。）が発せられることは認められるものの、本件花火音は飽くまでも当該仕

掛花火の映像に合わせて発せられるにすぎないことからすれば、これに接する

視聴者は、本件花火音を当該仕掛花火が着火したときの音、すなわち、当該仕

掛花火の映像に付随する音として聴取、把握し、記憶するとみるのが相当であ

る。 

 なお、請求人は、ラジオＣＭについても、上記テレビＣＭと同様に、長年継

続して行われている旨主張するが、請求人提出の証拠によっては、そのラジオ

ＣＭの具体的内容は何ら明らかでなく、その放送がされた地域、日時、回数の

詳細も明らかでない。 

 （ウ）請求人は、自己の商品「蚊取線香」について、テレビＣＭやラジオＣ

Ｍのみならず、新聞、雑誌、ポスター等においても、長年にわたり膨大な数の

広告を行ってきた旨主張するが、それらの広告は、通常、紙を媒体として行わ

れるものであり、そこで本件花火音が使用されることは想定できないし、当該

主張に係る証拠として請求人が提出した甲第４号証を見ても、それを覆すに足

りる事実は見いだせない。 

 （エ）上記（ア）ないし（ウ）によれば、請求人の製造、販売する「蚊取線

香」は、長年にわたり、その商品分野において多大なシェアを占めており、ま

た、請求人は、当該「蚊取線香」について、少なくとも１９６９年から２０１

７年までの間、毎年、本件花火音を使用したテレビＣＭを制作し、期間は概ね

夏季に限定されるものの、全国で放映したことが推認される。 

 しかしながら、本件花火音は、上記テレビＣＭの最終部において映し出され

る「金鳥」又は「ＫＩＮＣＨＯ」の文字をかたどった仕掛花火の映像に付随す

る音として、視聴者に聴取、把握され、記憶される態様で用いられているにす

ぎないから、当該テレビＣＭが放映されたことをもって、本件花火音のみが、

需要者において、商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するた

めの標識として認識されるに至っているとはいい難い。 
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 その他、請求人の主張及び同人提出の甲各号証を総合してみても、本件花火

音が、その使用の結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者

に認識されていると認めるに足る事実は見いだせない。 

（２）まとめ 

 以上によれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを

認識することができない商標であり、商標法第３条第１項第６号に該当するも

のであるから、登録することができない。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

平成３０年１２月１７日（２０１８．１２．１７） 

 

 

審判長 特許庁審判官 金子  尚人 

特許庁審判官 田中  敬規 

特許庁審判官 石塚  利恵 
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別掲 

本願商標 

（１）商標登録を受けようとする商標 

 

（２）本願商標に係る商標法第５条第４項の規定により商標法施行規則第４条

の８第３項で定める物件 

 平成２７年４月１日付け手続補足書で提出された光ディスクのとおり 

 


